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告 示

北海道告示第２５６号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
総合文書管理システム運用・保守業務 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年３月１８日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 富士電機システムズ株式会社
� 住 所 東京都品川区大崎１丁目１１番２号
４ 随意契約に係る契約金額
４６，９３５，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総務部人事局法制文書課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第２５７号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
重油（ＪＩＳ １種２号） １，６５９，０００リットル

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年３月２３日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 釧路アポロ石油株式会社
� 住 所 釧路市宝町２番２号
４ 随意契約に係る契約金額
７５円４０銭

５ 契約の相手方を決定した手続
随意契約

６ 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道保健福祉部医療政策局道立病院室
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

発行 北 海 道
編集 総務部人事局

法 制 文 書 課
電話 ０１１－２０４－５０３５
FAX ０１１－２３２－１３８５
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北海道告示第２５８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 落札に係る物品等の名称（１検体当たりの単価）
牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キット（テセーＢＳＥ（１８０検体以上のＢＳＥテス
トサンプルシリンジ及びキャリブレーションニードルを含む。））

� 数量（調達予定数量）
２０万５，０４０検体分（牛２０万３，５００頭分及びめん羊又は山羊を合わせた１，５４０頭分）

２ 落札を決定した日
平成２３年３月３１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 北海道和光純薬株式会社
� 住 所 札幌市北区北１５条西４丁目１番１６号
４ 落札金額
２４２円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年２月１８日付け北海道告示第９７号及び平成２３年３月４日付け北海道告示第１３１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道保健福祉部健康安全局
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第２５９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、静内町土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２３．３．３１ 理 事 藤 川 松 男 日高郡新ひだか町静内豊畑２１５番地

北海道告示第２６０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区

の定款の変更を認可した。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２３．３．３１ �別市土地改良区
同 神竜土地改良区
同 北竜土地改良区
同 知内土地改良区

北海道告示第２６１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成２３年４月１３日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
岩 幌 中 農用地改良保全施設 北海道空知総合振興局

きよ

新赤川東 農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理 同
北 竜 北 同 同
宮 村 農業用用排水施設、区画整理 同
清 幌 同 同
大 夕 張 農業用用排水施設 同
恵 岱 別 同 同
美 葉 牛 同 同
新十津川 同 同

きよ れき

美幌田中 客土、暗渠排水、区画整理、除礫 北海道オホーツク総合振興局

北海道告示第２６２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（札
きよ

内川左岸地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、区画整理、暗渠排水、
土層改良））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道十勝総合振興局に備え置いて、平成２３年４月１３日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道告示第２６３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定により、鹿追町の行う土地
改良（笹川地区農山漁村活性化プロジェクト支援交付金［基盤整備］（農業用道路））事業
の工事を平成２３年３月２２日に完了した旨の届出があった。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第２６４号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 夕張市昭和２の９（次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 水源のかん養
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び夕張市役所に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

山越郡長万部町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 潮害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び長万部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６６号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

石狩市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
石狩市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び石狩市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第２６７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３３条第３項の規定に
よる保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第１８９条
の規定により、その通知の内容を遠別町役場の掲示場に掲示した。その要旨は、平成２３年農
林水産省告示第５９９号のとおりである。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
天塩郡遠別町字共栄１２６所在の森林について所有権を有する 高野 真美
天塩郡遠別町字共栄３１８の１、３１９の１所在の森林について所有権を有する

石田 みよ子

北海道告示第２６８号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
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平成２３年４月１２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１� 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
平成２３年度工事施工情報共有ほか運用業務 一式

� 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年３月３０日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所
ア 氏 名 財団法人北海道建設技術センター
イ 住 所 札幌市東区北３３条東１丁目１番地１号

� 随意契約に係る契約金額
６４，２６０，０００円

� 契約の相手方を決定した手続
随意契約

	 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
２� 随意契約に係る特定役務の名称及び数量

平成２３年度北海道土木工事設計積算電算システム及び入札契約総合管理システム運用
業務ほか 一式

� 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年３月３０日

� 随意契約相手方の氏名及び住所
ア 氏 名 株式会社ＨＢＡ
イ 住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８

� 随意契約に係る契約金額
７７，０９９，４００円

� 契約の相手方を決定した手続
随意契約

	 随意契約によった理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第
３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道建設部建設管理局技術管理課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第２６９号

昭和３６年北海道告示第１２２８号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道後志総合振興局小
建設管理
部に備え置いて縦覧に供する。
平成２３年４月１２日

北海道知事 高 橋 はるみ
４石狩湾沿岸海岸保全区域の表石狩湾沿岸の�余市海岸の余市町の項海岸保全区域の欄中
１の事項を削り、２の事項を１の事項とし、３の事項から５の事項までを１事項ずつ繰り上
げる。

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第２号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
平成２３年４月１２日

北海道収用委員会会長 山 口 均
１ 事 件 名
平成２３年（収）第１号札幌圏都市計画道路事業（３・３・３号北３条通）収用事件

２ 起業者の名称
札幌市

３ 事業の種類
札幌圏都市計画道路事業（３・３・３号北３条通）

４ 裁決手続開始を決定する土地

裁決手続の開始を決定する土地 土地所有者 土地に関して権利を有する関係人

所 在 地 番 地 目
登記記録
上の地積
（�）

実測地積
（�）

収用しよう
とする土地
の面積（�）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権利の表示

受付年月日
・受付番号 種類
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札幌市中央
区北二条東
九丁目

１３番３５ 宅 地 １４５．４５ １４４．７１ １８．１８ エム・エム
企画株式会
社

札幌市北区北八
条西三丁目２８番
（ただし、土地
の登記記録上は、
札幌市西区西町
北十四丁目１番
１５号）

なし なし なし なし

５ 裁決手続開始決定の日
平成２３年４月１日
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